
                      

            
一般財団法人大阪大学業科学研究協会 賛助員規程 

 
第 一 条   一 般 財 団 法 人 大 阪 大 学 産 業 科 学 研 究 協 会 （ 以 下

「 協 会 」 と い う 。 ） は 、協 会 定 款 ３ ３ 条 の 賛 助 員

（ 協 会 の 目 的 に 賛 同 し そ の 事 業 の 援 助 を す る 個 人

　 又 は 団 体 ）を 下 記 の よ う に 定 め る 。  

 

（ 賛 助 員 の 規 定 ）  

第 二 条  賛 助 員 と し て 、 特 別 功 労 会 員 、 功 労 会 員 、 正 会 員 、

賛 助 会 員 、 特 別 賛 助 会 員 （ ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド ）

を 設 け る 。  

 ２   特 別 功 労 会 員 は 、 協 会 に 対 し て 一 千 万 円 以 上 の 金 品

の 寄 付 も し く は サ ー ビ ス 等 の 支 援 を し た 法 人 も し く

は 個 人 と す る 。  

３   功 労 会 員 は 、 協 会 に 対 し て 百 万 円 以 上 の 金 品 を 寄 付

し た 法 人 も し く は 個 人 と す る 。  

４   正 会 員 は 、 現 在 （ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 １ ９ 日 時 点 ） の 産

研 テ ク ノ サ ロ ン 会 員 と す る 。 年 会 費 は 、 一 口 五 万 円

と す る 。 正 会 員 の 特 典 は 、 現 行 の テ ク ノ サ ロ ン 会 員

の 特 典 を 引 き 継 ぐ も の と す る 。  

５   賛 助 会 員 は 、 年 会 費 一 口 二 万 円 を 納 付 し た 個 人 も し

く は 創 業 ５ 年 以 内 の 小 企 業 ま た は ベ ン チ ャ ー 企 業 と

す る 。 賛 助 会 員 の 特 典 は 、 現 行 の テ ク ノ サ ロ ン 会 員

の 特 典 を 引 き 継 ぐ も の と す る 。 但 し 、 産 研 テ ク ノ サ

ロ ン の 懇 親 会 費 は 会 費 一 口 の 場 合 は 有 料 と す る 。  
 ６   特 別 賛 助 会 員 は 、 協 会 の 目 的 及 び 方 針 に 則 り 、 無 給

で 協 会 の 事 業 活 動 を 援 助 す る 個 人 で 、 そ の 規 程 は 別

途 定 め る 。  

  

（ 顕 彰 ）  

第 三 条  協 会 は 、 特 別 功 労 会 員 及 び 功 労 会 員 の 功 労 を 記 念 碑

等 に 記 し 末 永 く こ れ を 顕 彰 す る 。  

 

２   協 会 は 、 正 会 員 、 賛 助 会 員 、 特 別 賛 助 会 員 、 協 会 役

員 及 び 評 議 員 に 対 し て 、 そ の 功 労 が 別 途 定 め る 規 程

を 満 た し た 者 に つ い て は 、 そ の 功 労 を 記 念 碑 等 に 記

し 末 永 く こ れ を 顕 彰 す る こ と が で き る 。  



 

 （ 会 費 ）  

 第 四 条  正 会 員 及 び 賛 助 会 員 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３ １ 日

　 　 　 　  ま で を 会 員 資 格 と し 、 会 員 資 格 末 日 ま で に 会 員 か ら 書 面 に

       よ る 申 し 出 が な い 限 り 会 員 を 自 動 継 続 す る も の と す る 。

 

   　 　 　        ２   正 会 員 及 び 賛 助 会 員 の 年 会 費 の 払 い 込 み は 、 原 則 と し て 　

　 　 　 　        ６ 月 末 日 ま で と す る 。

             途 中 入 会 の 会 員 は 、 入 会 日 か ら ２ ヶ 月 以 内 に 年 会 費

             を 支 払 う も の と す る 。  

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 除 名 等 ）  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 五 条  協 会 は 、 協 会 活 動 に と っ て ふ さ わ し く な い 行 為 が あ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 っ た 賛 助 員 を 、 理 事 会 の 決 議 に よ り 除 名 す る こ と が

　 　 　 　 　 　 　 　 　 で き る 。  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２  　 協 会 は 、 協 会 活 動 に と っ て ふ さ わ し く な い 行 為 が あ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 っ た 者 に つ い て 、 理 事 会 の 決 議 に よ り 第 三 条 の 顕 彰

　 　 　 　 　 　 　 　 　 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 規 程 の 改 廃 ）  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 第 六 条  こ の 規 程 の 改 廃 は 、 企 画 戦 略 会 議 の 答 申 に 基 づ き 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 理 事 会 の 決 議 に よ り 行 う こ と が で き る 。  

 

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 附  則  
    　 　 　 　 　   　   こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 二 年 三 月 二 十 日 か ら 施 行 す る 。

施 行 す る 。

す る 。  
 



                  

                          一 般
一般財団法人大阪大学業科学研究協会 特別賛助会員（アドバイザリーボード）規程 

 
第 一 条  一 般 財 団 法 人 大 阪 大 学 産 業 科 学 研 究 協 会（ 以 下「 協 会 」と

　 　 い う 。）は 、 協 会 の 目 的 に 賛 同 し そ の 事 業 の 援 助 を す る 賛

　 　 助 員 と し て 、 特 別 賛 助 会 員 （ ア ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド ） を

　 　 置 く こ と が で き る 。  

 

（ 役 割 ）  
第 二 条  特 別 賛 助 会 員 は 、協 会 の 目 的 と 方 針 に 則 り 、協 会 事 業 を

  援 助 す る 活 動 を 行 な う 。  

 

（ 選 任 と 任 期 ）  
第 三 条   特 別 賛 助 会 員 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 者 で 理 事 会 の 承 認 を

経 て 選 任 さ れ た 者 と す る 。  
      一  理 事 長 及 び 専 務 理 事 が 必 要 と 認 め た 者  

      ニ  企 画 戦 略 会 議 が 必 要 と 認 め た 者  

２    特 別 賛 助 会 員 の 任 期 は 、 二 年 と し 任 期 の 開 始 と 終 了 は

原 則 と し て 理 事 の 任 期 と 同 じ に す る 。  

３    前 項 に よ り 選 任 さ れ た 者 は 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

 

（ 給 与 等 ）  
第 四 条   給 与 等 は 、 無 給 と す る 。 た だ し 、 理 事 長 及 び 専 務 理 事  

 が 必 要 と 認 め た 協 会 の 会 合 に 出 席 す る た め の 旅 費 に   

 つ い て は 実 費 を 支 給 す る も の と す る 。  

 
（ 解 任 ）  
第 五 条   特 別 賛 助 会 員 に お い て 協 会 活 動 に と っ て ふ さ わ し く な

 い 行 為 が あ る と 認 め ら れ た 場 合 は 、理 事 会 の 決 議 に よ り

 解 任 す る こ と が で き る 。  

 

（ 規 程 の 改 廃 ）  

第 六 条   こ の 規 程 の 改 廃 は 、企 画 戦 略 会 議 の 答 申 に 基 づ き 理 事 会

 の 決 議 に よ り 行 う こ と が で き る 。  

 

附  則  
  こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 二 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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